
広島県尾道南高等学校 

不祥事防止委員会 

 

不祥事防止のための校内研修等（平成２２年度） 

 

 研 修 等 備 考 

４月 全教職員に徹底 

・校務運営規定の確認・校務運営組織図の確認 

・不祥事防止員会設置要項の確認（構成，業務等） 

・体罰，セクシャルハラスメント相談窓口要項の確認 

第 1 回不祥事防止員会 

 ・本年度の計画（委員会，研修等） 

 

５月 講師研修（６名に実施） 

 ・服務規律の確保について 

 

６月   

７月 講師研修（1 名に実施） 

・服務規律の確保について 

成績処理の手順についての研修実施 

 

８月   

９月   

10 月 第 2 回不祥事防止委員会 

 ・本校で取り組み（未然防止について） 

 

11 月   

12 月 交通事故防止研修会 

 ・措置義務違反 

 

1 月 「教職員による不祥事の根絶」を配布時に研修 

 ・求められる教職員像・事例（わいせつ・セクハラ・体罰等） 

 

2 月    

3 月 第 3 回不祥事防止委員会 

 ○「緊急アクションプラン」 

  ・保護者，生徒へのアンケート実施（～３／１８） 

  ・校内研修会実施計画（３／２３実施） 

  ・平成 23 年度年間実施計画の策定（３月末日予定） 

 

＊不祥事に関する記者発表資料，新聞記事等については，毎日行う連絡会で確認し 

掲示している。 


